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１．公募の趣旨 

  近代の新潟を代表する豪商の別荘である旧齋藤家別邸を，みなとまちで育まれたもて

なしの文化を体感できる場として活用し，かつて柳都と呼ばれた新潟の繁栄ぶりを市内

外に発信することにより，市民文化の向上，観光交流の推進及び地域の活性化に寄与す

ることを目的に設置される，新潟市旧齋藤家別邸の指定管理者を，新潟市旧齋藤家別邸

条例第１９条の規定により，公募し，選定します。 

  

２．公募の概要 

（１）対象となる施設 

   新潟市旧齋藤家別邸 

（２）指定期間 

   平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで（３か年） 

（３）指定管理者の公募及び選定の方式 

   指定管理者の公募及び選定は，公募型プロポーザル方式を採用し選定

委員会による審査を経て，優先交渉権者（第１順位）から第３順位まで

の交渉権者を選定します。 

（４）選定委員会の設置 

   市は，「新潟市旧齋藤家別邸指定管理者選定委員会設置要綱」に基づ

き「旧齋藤家別邸指定管理者選定委員会」を設置します。 

   選定委員会は，「新潟市旧齋藤家別邸指定管理者選定委員会設置要綱」

に定める選定基準に照らし，応募者から提出される事業計画書等につい

て，書類選考，公開プレゼンテーション及びヒアリングにより審査を行

い，優先交渉権者を選定します。 

（５）結果等の通知及び公表 

   選定委員会における審査の結果は，応募者に対して速やかに通知しま

す。また，審査の結果については，指定管理候補者選定後，市のホーム

ページへの掲載等により公表します。 

（６）優先交渉権者との交渉 

   新潟市は，優先交渉権者と細目協議を行います。優先交渉権者との協

議が成立しない場合は，第２順位，第３順位の交渉権者と順次協議を行

います。 

（７）協定の締結 

   市は，新潟市議会の議決を経て，指定管理候補者を指定管理者として

指定し，議決後に協定を締結します。 
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３．施設の概要 

（１）設置条例及び規則 

   今回の選定対象となる施設の設置及び指定管理者選定の根拠となる

条例及び規則は，以下のとおりです。 

施設名 条例 規則 

新潟市旧齋藤家別邸 新 潟市旧齋 藤家別邸 条

例 

新 潟市旧齋 藤家別邸 条

例施行規則 

 

（２）施設の概要 

① 所在地  新潟市中央区西大畑町５７６番地 

②  施設面積 敷地面積：４，５４９．９３㎡ 

③ 施設内容 木造２階建て 延床面積：７６２．３９㎡ 

    一階大広間，一階座敷，西の間，土蔵，配膳室，二階大広間，二階座敷，茶室，

東の間，交流スペース，庭園他 

    ※交流スペースは，パンフレットやポスター等による観光情報等の提供や無料の

休憩スペースとしての活用を想定しています。 
（３）利用状況 

   平成２１年度に公有化後，水と土の芸術祭の会場として利用され， 

平成２２年度には社会実験として暫定的に一般公開し，企画事業を行い

ました。 

＜一般公開＞ 

 平成２１年度 平成２２年度 

開館日数（日） １２４ １２６ 

来館者数（人） １４，２８３ １２，２９８ 

平均：来館者数／日（人） １１５ ９７ 

＜企画事業＞ 花街茶屋，カフェ，コンサート，お茶会等 

（４）来館者数想定 

   平成２４年度 ２０，０００人程度を想定（水と土の芸術祭と連携） 

 

４．業務内容 

  指定管理者は，新潟市旧齋藤家別邸の設置目的を達成するため，以下の

業務を行います。（詳細は，「業務仕様書」のとおり） 

（１）施設運営に関する業務 

（２）文化，観光交流事業に関する業務 
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（３）施設管理に関する業務 

（４）その他業務 

 

５．経費に関する事項 

利用者が支払う観覧料及び施設使用料（条例で定める「観覧料等」）に

ついては，市の歳入となります。また，指定管理者が施設を目的外に使用

する場合は，新潟市行政財産目的外使用料の支払い義務が生じます。 

指定管理者は，市が支払う施設運営に関する経費（指定管理料）のほか，

指定管理者自らが企画・実施する事業（自主事業）の収入を自らの収入と

することができます。 

指定管理者自ら，事業実施に際して各種補助金助成金を活用することが

できます。 

なお，新潟市旧齋藤家別邸では，利用料金制を導入しません。 

（１）指定管理料の考え方  

委託料（施設の運営，文化，観光交流事業，施設管理事業に充当） 

   年度ごとに指定管理者と協議を行い，市の予算額の範囲内で，協定を

締結した上で支払います。（支払方法も協定の中で定めます。） 

また，事故，自然災害など特別な場合を除き，年度途中において，指

定管理料の増額または減額は行わないものとします。 

   なお，市として，指定期間中の指定管理料の支出を担保すること（債

務負担行為）は現在のところ予定していません。 

（２）指定管理料の精算 

   市が支払う指定管理料は，年度終了後，実績に基づき精算を行います。 

（３）指定管理者の収入と見込まれるもの 

①指定管理料 

②指定管理者の目的外使用によるサービスの提供に伴う収入 

③指定管理者独自の申請による補助金・助成金，その他の外部資金 

④指定管理者の自主事業実施に伴う収入 

（４）指定管理者の支出と見込まれるもの 

①人件費 

②事務費 

③施設管理費（工事・修繕，光熱水費，設備等の保守管理に要する費用） 

④文化，観光交流事業費 

⑤事業活動に伴い発生する租税公課 

＊工事・修繕については，市と協議のうえ行うこととします。工事・修

   3
 



 

繕の役割分担については，規模により区分するものとし，大規模工

事・修繕については，主に市が実施し，それ以外については指定管理

者による実施とします。工事・修繕料が１０万円を超える場合は，市

の負担とし，１０万円までは指定管理者の負担とします。 

 ただし，ア．指定管理者の管理上における暇疵，イ．指定管理者の責

めに帰すべき事由によるものは，いずれも指定管理者の負担とします。

（指定管理料以外から支出してください。）また，全ての工事・修繕

内容や予算の執行状況については，工事・修繕終了後に市へ報告をす

ることとします。工事・修繕内容は工事・修繕の前後の写真等で必ず

記録しておいてください。 

（５）会計の管理 

   指定管理者は，管理運営に係る経理事務を行うにあたり，団体自体の

会計とは別に会計を設け，独立した口座で管理してください。  
また，年度ごとに収支その他経理に関する記録等を整備してください。 

（６）経費の支払いに関する事項 

   会計年度（４月１日から翌年３月３１日）ごとに概算払いで分割によ

り支払い，具体的な額や支払時期は，協定において定めます。 

（７）リスク分担表 

リスク負担者 
種類 内容 

市 指定管理者

物価変動 物価変動による経費の増大  ○ 

金利変動 金利の変動による経費の増大  ○ 

施 設 管 理 上 の 暇 疵 に よ る 事 故

又 は 指 定 管 理 者 の 責 め に 帰 す

べ き 行 為 に よ り 利 用 者 に 損 害

を与えた場合 

 

○ 
管理運営上の事

故等に伴う損害

賠償 騒音，振動，悪臭など管理運営

上において，周辺住民の生活環

境を阻害し，損害を与えた場合

 

○ 

指 定 管 理 業 務 の 期 間 が 終 了 し

た 場 合 又 は 期 間 途 中 に お い て

業 務 を 廃 止 し た 場 合 に お け る

事業者の撤収費用 

 

事業終了時の費

用 
○ 

その他 協議による 
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  ※詳細については，協定書に定めることとします。 

（８）年間指定管理料 

   ３５，０００千円を上限とします。 

   また，年間の光熱水費について，市では設計に基づき以下のとおり試

算しております（年間３００日，１日当たり稼動時間９時間で想定，た

だし，夜間利用想定済み）。 

   ・電気料      １，９００千円 

   ・ガス料        ２００千円 

   ・上下水道料      ２５０千円 

   年間光熱水費については，参考金額であり，応募者が独自にこれらを

算出することを妨げるものではありません。 

なお，上記金額は，年間の金額であり，平成２４年度支出計画書作成

の際は，旧齋藤家別邸が平成２４年６月（予定）に開館することを勘案

のうえ作成してください。 

 

６．指定管理者の公募に関する事項 

（１）指定管理者の公募スケジュール 

項目 期日 

①公募説明会の申込受付 平成 23 年 10 月 11 日（火）～13 日（木）

②公募説明会の開催 平成 23 年 10 月 14 日（金） 

③応募登録の受付 平成 23 年 10 月 17 日（月）～19 日（水）

④公募に関する質疑の受付期間 平成 23 年 10 月 17 日（月）～21 日（金）

⑤公募に関する質疑に対する回答期限 平成 23 年 10 月 28 日（金） 

⑥申請書類の受付 平成 23 年 11 月 14 日（月）～15 日（火）

⑦一次審査の実施 平成 23 年 11 月 24 日（木） 

⑧二次審査の実施 平成 23 年 12 月 26 日（月） 

⑨審査結果通知 平成 23 年 12 月 28 日（水） 

⑩審査結果公表 平成 24 年 1 月上旬 

⑪指定管理者の指定 平成 24 年 2 月議会議決後 

⑫協定の締結 平成 24 年 3 月下旬 

※都合により変更することがあります。 

（２）指定管理者の公募手続き 

① 公募説明会の申込受付 

    公募説明会を次ページ②のとおり開催します。参加申込書（様式１）
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に必要事項を記入のうえ，郵送，ファクス，電子メールのいずれかで

お申し込みください。 

  なお，応募を予定される団体は，できる限り説明会に出席してくだ

さい。 

   受付期間：平成２３年１０月１１日（火）～１０月１３日（木） 

午後５時まで 

② 公募説明会の開催 

   日 時：平成２３年１０月１４日（金） 午後２時から２時間程度 

   場 所：新潟市美術館２階会議室 説明後，旧齋藤家別邸へ移動 

   参加人数：各団体２名以内とします。 

   申込先：問い合わせ先に同じ 

 ※新潟市ホームページから公募要項をダウンロードし，当日ご持参く

ださい。ホームページからダウンロードできない場合は，お問い合

わせください。 

 ③ 応募登録の受付 

    新潟市旧齋藤家別邸の指定管理者に応募しようとする者は，登録申

請書（様式２）に必要事項を記入し，電子メールにて受付期間内にお

申し込みください。 

    公募説明会以降の公募に関する質疑の受付及び申請書類の受付は，

応募登録の申し込みをした者に限らせていただきます。 

   受付期間：平成２３年１０月１７日（月）～１０月１９日（水）午後

５時まで 

   申込先：問い合わせ先に同じ 

 ④ 公募に関する質疑の受付 

    応募登録者に限り，公募に関する質疑を以下のとおり受け付けます。 

   受付期間：平成２３年１０月１７日（月）～１０月２１日（金）午後

５時まで 

   受付方法：質疑事項提出書（様式３）に記入のうえ，電子メールにて

提出してください。 

 ⑤ 公募に関する質疑に対する回答期限 

平成２３年１０月２８日（金）の午後５時までに電子メールにて回

答します。 

⑥ 申請書類の受付 

   日時：平成２３年１１月１４日（月）～１５日（火） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までの間を除
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く） 

   方法：新潟市文化観光・スポーツ部歴史文化課まで持参してください。 

      申請書類の内容を確認のうえ受領します。なお，持参以外の方

法では受付しません。 

⑦⑧ 一次・二次審査の実施 

    新潟市旧齋藤家別邸指定管理者選定委員会を開催します。 

   開催日時：一次審査 平成２３年１１月２４日（木）非公開 

二次審査 平成２３年１２月２６日（月）ﾌﾟﾚｾﾞﾝのみ公開 

   ※時間，場所等については，後日案内いたします。 

⑨ 審査結果通知以降の項目については，「２ 選定の概要」に記載のと

おり 

 

７．応募に関する事項 

（１）応募要件 

① 指定管理者は，関係法令・規則及び市と締結する協定により施設を常

に良好な状態において管理し，その設置目的，性格及び役割を充分理解

し，効果的に運営を行う能力を有する必要がある。 

② 指定管理者は，施設利用の促進を図るとともに，文化，観光交流等に

関する催物を自ら企画実施する能力を有する必要がある。 

③ 指定管理者は，特定の利益や価値に左右されず，新潟市に代って事業

を行う公共性と公益性を持ち，かつ市民のニーズに応える信頼性を持つ

ものとする。 

④ 庭園管理については，日本庭園としての価値を理解し，適切に管理を

行うことができる能力を有する必要がある。 

（２）応募資格 

  新潟市内に本社，支社，営業所などを有する法人その他の団体である

こと。個人は，応募することができません。 

   グループ応募の際の留意点及び欠格条項については，下記のとおりで

す。 

① グループ応募について 

  ア グループで応募する場合は，グループを代表する法人等（以下「代

表団体」という。）を定めてください。 

  イ  グループを構成する法人等（以下「構成団体」という。）は，単独

で応募することはできません。 

  ウ 複数のグループにおいて，同時に構成団体となることはできません。 
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  エ  代表団体及び構成団体の変更は，原則として認めません。 

  ② 次に該当する団体は，応募することができません。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２

項の規定により一般競争入札等の参加を制限されている団体 

イ  地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により過去に指定を取

り消されている団体 

ウ 国，県，市に収めるべき税金等を滞納している団体 

エ 本業務を円滑に遂行できる，安定的かつ健全な財務能力を有してい 

ない団体 

オ 指定管理者を選定する委員会の委員が，当該団体の役員等をしてい 

る団体 

カ 地方自治法第９２条の２（議員の兼業禁止），第１４２条（長の兼    

業禁止），第１６６条（副市長の兼業禁止）及び第１８０条の５（委

員会の委員及び委員の兼業禁止）に該当する。ただし地方自治法施行

令第１２２条及び第１３３条に該当する場合を除く 

キ 暴力団員による不当な行為の妨害等に関する法律(平成３年法律第

７７号)第２条第６項に掲げる暴力団員が，当該団体の役員等をして

いる団体 

（３）応募書類 

 応募書類は，各１３部（原本１部，コピー１２部）を提出してください。 

① 指定管理者指定申請書（別記様式第１１号） 

 グループでの応募の場合，共同事業体名で指定申請書を提出するとと 

 もに共同事業体協定書兼委任状（様式４－ア）及び共同事業体連絡先

一覧（様式４－イ）を提出してください。 

② 団体に関する書類 

ア．団体の概要（様式５－ア，イ，様式－６）※団体等の設立趣旨，

概要がわかる書類（パンフレット等）を添付してください。 

イ．定款，寄附行為，規約等（法人以外の団体にあっては，これらに

類する書類） 

ウ．登記簿謄本（法人の場合） 

エ．印鑑証明書 

オ．団体の平成２３年度の事業計画書及び収支予算書 

カ．団体の事業報告書及び収支決算書（２０年度～２２年度） 

キ. 貸借対照表及び損益計算書または正味財産増減計算書（２０年度 

～２２年度） 
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ク．組織の現状（役員，常勤従事員，非常勤従事員等）（直近のもの） 

役員については，別に役員名簿及び履歴書（様式５－ウ） 

   ケ．国税，県税，市町村税の未納がないことの証明書 

  ③ 提案に関する書類 

ア．当該施設の管理に関する収支計画書，収支計画書積算内訳書(初

年度分)（様式８－ア） 

イ．事業計画書（提案課題）（様式７－ア～ケ） 

ウ．ア．収支計画書，イ．事業計画書の概要版（※各々の書類の概要

版を，公表できる内容で作成してください。議会での説明用資料等

に使用します。）(様式－10) 

  ※法人以外の団体は②ウ，②エ，②キ，②ケは不要 

  ※グループ応募の場合は，構成するすべての法人等の書類が必要です。 

（４）留意事項 

① 応募書類の記載に虚偽または不正があった場合，その他応募団体及

びその関係者において不法または不正な行為があった場合には，失格

とします。  
② 応募者は，申請書の提出をもって，本要項の記載事項を承諾したも

のとみなします。  
③ 応募に関して必要となる一切の費用は，応募者の負担とします。  
④ 提出期限後の応募書類の内容を変更することはできません。  
⑤ 応募者は，選定委員，本市職員並びに本件関係者に対して，本件応

募についての接触を禁じます。  
⑥ 応募者一者につき，提案は一案とします。  
⑦ 応募書類は理由のいかんを問わず返却しません。  
⑧ 応募書類は情報公開請求対象文書となります。  
⑨ 市が必要と認める場合は，追加して書類の提出を求めることがあり

ます。  
⑩ 応募者の提出する書類の著作権は応募者に帰属します。本市は応募

者の提出書類の全部または一部を無償使用できるものとします。  
⑪ 選定結果の公表に際して，応募者名及び採点結果を公表します。  
⑫ 応募書類を提出した後に辞退する際には，辞退届（様式９）を提出

してください。  
 

８．審査に関する事項 

（１）選定委員会 
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   「新潟市旧齋藤家別邸指定管理者選定委員会設置要綱」により設置さ

れた選定委員会が，審査基準に従い，応募書類，プレゼンテーション及

びヒアリングによる審査を行います。選定委員会のプレゼンテーション，

ヒアリングは公開で，審議は非公開で行います。 

  

選定委員 

委員区分 人 数 

外部委員 ４名（学識経験者等） 

新潟市職員 １名 

 

（２）審査時の評価項目及び配点（総計１２６点） 

   審査委員は，下記の評価項目及び配点により採点を行います。 

 Ⅰ 団体について（合計１８点） 

① 団体が持つ信頼性，健全性及び特徴，独自性について（１８点） 

    新潟市旧齋藤家別邸の設置目的をより効果的に達成し，運営を安定して進めてい

くために，貴団体のこれまでの活動実績を踏まえた上で，持っているノウハウや強

み，独自性について述べてください。 

 

Ⅱ 運営に対する基本的な考え方について（合計１８点） 

① 新潟市旧齋藤家別邸の運営に取り組む基本的な考え方や果たすべき役割について

述べてください。（１８点） 

      

Ⅲ 業務に対する基本方針について（合計７８点） 

① 施設運営の基本方針について 

ア．地域の観光情報の提供と来館者に対するサービスについての基本的な考え方と

交流スペースの活用方法について述べてください。（１２点） 

イ．指定期間における建造物及び庭園の公開に関する基本方針と平成２４年度の公

開の内容について述べてください。（平成２４年度の事業費も記載のこと。）（１８

点） 

ウ．指定期間における自主事業の基本方針と平成２４年度及び平成２５年度の自主

事業の内容について述べてください。（平成２４年度の事業費も記載のこと。）（１

８点） 

 ※平成２４年度は，７月１日から１２月２７日まで「水と土の芸術祭」の会場と

して二階大広間と土蔵に作品が展示されることを勘案し，事業計画を立案して

ください。 
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② 新潟市旧齋藤家別邸の施設管理に対する基本方針について 

ア．旧齋藤家別邸の施設の特性や歴史的・文化的価値を有する建物と庭園であるこ

とを踏まえて，適切な施設設備の保守管理，安全で快適な施設環境を維持するた

めの，施設管理に対する基本方針を述べてください。（再委託を行う業務があれ

ば，主な業務名や理由を記載のこと）（１８点） 

イ．災害発生時の対応，事故防止の方策，事故発生時の対応方法など危機管理につ

いての基本方針を述べてください。（１２点） 

 

Ⅳ 組織体制（合計６点） 

① 人員配置及び人材育成について基本的な考え方を記載してください。（６点） 

  

Ⅴ 管理経費（合計６点） 

① 平成２４年度支出計画書を作成してください。（６点） 

別紙で積算内訳表を添付してください。（内訳表の様式任意） 

 

９．協定の締結 

（１）協定の考え方 

 選定委員会による選定結果を基に，指定管理者の候補者を決定します。

その後，議会の議決後に，当該団体を指定管理者に指定します。 

市と指定管理者は，業務を行う上で必要となる詳細事項について協議を

行い，協定書を締結します。なお，協定書の発効は平成２４年４月１日と

します。 

 

（２）主な協定内容 

① 指定期間 

② 業務の内容 

③ 利用の許可等に関する事項 

④ 観覧料，施設等使用料の扱い 

⑤ 本市が支払うべき経費に関する事項 

⑥ 第三者への委託 

⑦ 施設の維持補修 

⑧ 原状回復義務 

⑨ 事業評価及び事業報告に関する事項 

⑩ 個人情報の保護，情報公開の取扱い 

⑪ 事故及び緊急時の対応 
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⑫ 損害の賠償に関する事項 

⑬ 指定の取消し及び業務の停止 

⑭ 指定期間経過時の措置 

⑮ 消耗品・備品に関すること 

⑯ 業務の引き継ぎに関すること 

⑰ リスク分担に関すること 

⑱ その他市長が必要と認める事項 

 

（３）協定書に定めのない事項が生じた場合 

   法令及び選定事項等に定めのある場合はこれに従い，定めがない場合

は，市と指定管理者が協議の上定めることとします。 

 

１０．モニタリング及び実績評価について 

指定期間開始後，市は，指定管理者の業務の遂行状況や実績を確認する

ため，指定管理者の報告や市の実施する調査によりモニタリングを行いま

す。 

  また，市は，モニタリングの結果や指定管理者が行う自己評価等を用い

て，指定管理者の業務を評価し，その結果について公表するものとします。 

   

（１）市へ提出する書類 

①  年間事業計画書 

指定管理者は，市が指定する時期までに，次年度の事業計画，収支予

算書を提出し承認を得なければなりません。 

②  管理業務状況報告書 

指定管理者は，施設の利用状況や観覧料等の収入等について，３か月

ごとに報告書を市に提出してください。 

（２）業務報告書（年報） 

指定管理者は，毎年度終了後，施設の利用状況，管理運営の状況，収

支状況その他市が必要と認める事項を記載した業務報告書を市に提出

してください。 

 

１１．業務の継続が困難になった場合の取扱い 
（１）指定管理者の責に帰すべき事由による場合 
   指定管理者の責に帰すべき事由により，当該施設の管理運営業務の継続が困

難になった場合は，市は指定の取消をすることができるものとします。その場
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合，市に生じた損害は，指定管理者に賠償を求めます。  
 

（２）市及び指定管理者の責に帰すことのできない事由による場合 

  不可抗力等，市及び指定管理者双方の責に帰すことのできない理由に

より，当該施設の管理運営業務の継続が困難になった場合は，業務継続

の可否について協議するものとします。協議の結果，業務の継続が困難

だと判断した場合は，市は指定の取消を行います。 

 

（３）市の責に帰すべき事由による場合 

   市の責に帰すべき事由により，当該施設の管理運営業務の継続が困難

になった場合には，指定管理者は，市に対して指定の取消を申し出るこ

とができるものとします。指定管理者に損害が生じた場合は市に賠償を

求めることができます。 

 

１２．その他 

（１）監査について 

   当該施設の管理運営業務について，地方自治法第１９９条第４項に基

づき，市の監査委員等による監査が行われることがありますので，この

場合，監査に協力してください。 

（２）指定管理者に対する監督等 

市は，指定管理者の管理業務又は経理及びその実施状況に関し，随時

に検査し，調査を行い，報告を求めることができ，又は指定管理者に対

して必要な指示をすることができるものとします。  
（３）指定の取り消し等  
   市は，法令，条例，規則もしくは，（２）に基づく指示に従わないとき又は

指定管理者の責めに帰すべき事由により，指定管理者による管理業務を継続す

ることが適当でないと認めるときは，その指定を取り消し，又は期間を定めて

管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとします。 
（４）関係法令の遵守 

   業務の遂行にあたっては，業務仕様書「第 1 管理運営の基本方針 ５．

遵守すべき法令等」に記載の法令等を遵守してください。 

   また，市では，個人情報保護条例により，個人情報を保護するため，

その適正な取り扱いに関し，必要な事項を定めています。この条例は指

定管理者に対しても適用されます。 
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１３．問い合わせ先 

  新潟市文化観光・スポーツ部歴史文化課企画・文化財係 

  〒 951-8131 新潟市中央区白山浦 1 丁目 425-9 白山浦庁舎 1 号棟 1 階 

  ＴＥＬ ０２５－２２６－２５７５ 

  メールアドレス rekishi@city.niigata.lg.jp 


